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大企業・中堅企業向け新事業承継税制の活用法 

～上場会社の資産管理会社、非上場会社それぞれのケース

に分けて税務・法務の双方の観点から解説～ 

講師 福
ふ く

﨑
ざ き

剛
た け

志
し

 氏 
日比谷タックス＆ロー弁護士法人 
代 表 弁 護 士 

日時 平成３０年１１月３０日（金）午後２時００分～午後５時００分 

平成 30 年度の税制改正の目玉であった中小企業向けの新事業承継税制の申請がいよいよ
スタートしています。非上場会社はもちろん、上場企業においても、創業家の資産管理会
社において新税制の適用が検討されているものと思います。今後、これらの新税制を活用
した上で効率的な事業承継を行えるか否かが、次世代の事業の成否にも大きな影響を与え
ることは確実です。 
新事業承継税制は要件を充足すれば株式の承継コストをゼロにする画期的な税制です

が、税制を活用する上での注意点も少なくありません。 
そこで本セミナーでは、新事業承継税制の活用上の留意点を上場会社の資産管理会社、

非上場会社、それぞれのケースに分けて解説を行います。 

１．新事業承継税制の概要 
 （１）税の優遇の拡大と税制活用上の留意点 
 （２）適用範囲の拡大による分散株式の集約の仕方 

 （３）雇用維持要件の撤廃と猶予取消リスクの実態 

 （４）新たな減免制度で猶予取消リスクの軽減 

２．新事業承継税制の適用イメージ 
 （１）現経営者から後継者の株式の贈与 

 （２）新事業承継税制のスケジュール管理のポイント・留意点 

３．上場会社の資産管理会社の場合 
 （１）上場会社資産管理会社が置かれる現状の法務・税務上の問題点 

 （２）資産管理会社での新事業承継税制の活用法 

 （３）資産管理会社の要件と売上・資産比率の再検討 

４．非上場会社の場合 
 （１）黄金株の活用制限と経営権の移譲のタイミング 

 （２）持株会社での新事業承継税制の活用法 

 （３）従業員持株会と新事業承継税制の併用 
 

【講師紹介】 
略歴：2002 年に税法を専門とする鳥飼総合法律事務所に入所し、その後、会社法と税法を専門的に取り扱う弁護士とし
て、上場企業の M&A から中小企業の事業承継案件まで幅広く活躍する。その後、2018 年 7 月には、税務を中心に取り扱
う弁護士法人、日比谷タックス＆ロー弁護士法人を設立する。同弁護士法人では、株主総会指導、組織再編、M&A、事
業承継税制等の活用などを行っている。  
主な著書：「平成 30 年株主総会の実務対応（３） 総会当日の議事運営」旬刊商事法務 2163 号、「オーナー社長の自社
株対策」 （スバル舎リンゲージ）、「取締役になったら初めに読む本」（スバル舎リンゲージ）、「経営承継円滑化法と民法特
例の法実務」（清文社）、「企業のうつ病対策ハンドブック」（信山社）、「退職金切り下げの理論と実務」（信山社）、「株主総
会の議案・参考書類の実務」 (清文社 )、「新株主総会徹底対策」（商事法務） 
                                ※録音･ビデオ撮影はご遠慮下さい。 
  

■主催  金 融 財 務研 究会                     
     h t tp s : / / w w w. k i n y u . c o . j p  

Facebook：https://www.facebook.com/keichoken  
Twitter：https://twitter.com/#!/keichoken  
Blog：https://kinyu.co.jp/blog/ 

 



 

 

 

 

 

 

 平成３０年１１月３０日（金） 
１４：００ ～１７：００  
 

茅 場 町 ･グリンヒルビル   

金融財務研究会本社 セミナールーム 
東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8 
TEL 03-5651-2030 
地下鉄東西線・日比谷線  茅場町駅  
６番出口より徒歩１分     

（開場は開演の３０分前です。）    

１名につき３４ ,５００円  

（消費税、参考資料を含む）  

１社２名以上同時に参加お申込みいた  

だいた場合、お２人目から１名につき２９ ,０００円。追加申込みの場合
はその旨ご記入下さい。  
 
金融財務研究会  ホームページ https://www.kinyu.co.jp/ 
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8 グリンヒルビル  

TEL 03-5651-2030  FAX 03-5695-8005 
 
ファックス又は郵便にて参加申込書をお送り下さい。上記ホームページの申込欄か
らもお申込いただけます。折り返し、受講証と請求書を郵送致します。参加費は下
記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。（但し経理の都合等で間に
合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。）参加費の払戻しは致し
ませんので申し込まれた方がご都合の悪い時は代理の方がご出席下さい。又当日
ご参加になれなかった場合、当社および経営調査研究会主催の他のセミナーに無料
でご出席いただけます。 (但し新しいセミナーの参加費との差額が 2,000 円以上の
時は差額をお支払いいただきます。また、振替は 1 年以内にお願いいたします。 )  

ご記入いただきました個人情報は、当社および関係会社の受講者名簿の整備や今後開催される  

セミナーのご案内等に使用します。  

普通預金 口座名  (株)金融財務研究会  
 
三菱 UFJ 銀行 本   店  1642356 三井住友銀行  本店営業部  7397637 

三菱UFJ信託銀行 本   店  2818151 みずほ銀行  東京営業部  1427715 

三井住友信託銀行 本店営業部 2993982 りそな銀行  東京営業部  1693669 

      
  

切らずにこのままお送り下さい  
  

 
 
大企業・中堅企業向け新事業承継税制の活用法  

   １１／３０  

 
参加申込書 

FAX 03-5695-8005 
 
 
平成３０年   月     日  

ご連絡・講師へのご質問等ご記入下さい   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

*ｾﾐﾅｰｺｰﾄﾞ 2269（Law-302269）                     

会 社 名  

TEL 

FAX 
 
E-Mail 

所 在 地  
〒  

参加者ご氏名  部課名  

〃   〃   

〃   〃   

〃   〃   

書類送付先  

(同上の場合記入不要)    

ご担当者                   部課名  

TEL                    FAX                                    

お申込の翌日には「受講証・請求書」を発送しておりますが、お手元に届かない場合は、弊社までご連絡下さい。 

開 催 日 

会 場 

参 加 費 

申 込 先 

申込方法 

振込口座 

 


